
福井労働局職業安定部

雇用シェア（在籍型出向）の取組等について

福井県における雇用失業情勢及び在籍型出向支援の取組について

令和４年３月



福 井 県 の 雇 用失 業 情 勢等 ① 有効 求 人 倍 率

【１】福井県の有効求人倍率（季節調整値・就業地別）は、令和元年平均で2.18倍となり、２倍を超える高水準で推移した。
【２】令和２年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ほとんどの産業で求人が減少したことから、有効求人倍率は下降トレンド

で推移した。
【３】令和３年は、一部の産業で弱い動きがみられるものの、多くの産業で求人が増加し、求人が求職を大幅に上回って推移した。
【４】令和４年１月の有効求人倍率は、1.97倍（全国1.20倍）となり、福井県の雇用失業情勢は、新型コロナウイルス感染症等が雇用に

与える影響に注意を要するものの改善状況である。
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（注）求人数は、令和３年９月以降の雇用失業情勢の発表資料から、令和３年８月までの過去の数値を含めて就業地別の数値である。
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≫産業別の新規求人動向

○産業別の新規求人数は、令和３年１月以降において、
特に製造業の求人の増加が著しい。なお、令和４年１
月末時点では、卸売業・小売業が最も多く、次いで医
療・福祉、製造業、建設業の順となった。
(図１参照)

○令和２年度においては、コロナ禍の影響により特に製
造業や宿泊・飲食サービス業などの産業、また、産業
を問わず多くの企業において前年同月比で求人が減少
した。
令和３年度は、主要産業のほとんどの求人で前年同月
比で増加したが、宿泊業・飲食サービス業においては
前年を下回る月もみられた。

(図２参照)
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福 井 県 の 雇 用失 業 情 勢等 ② 産 業 別 の 求人 動 向

図２）主要産業の新規求人数の推移（原数値・前年同月比）

【２】

＊図の中央赤線より上に位置すれば、対前年同月比でプラスの状態
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図１）主要産業の新規求人数の推移（原数値・実数）
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福 井 県 の 雇 用 失 業 情 勢等③ 労働市場の需給状況（送出企業）

≫雇用調整助成金等の申請・支給決定状況（送出企業となり得る企業の参考情報として）

〇福井県における令和２年４月から令和４年１月までの雇用調整助成金（以下「雇調金」という。）と緊急雇用安定助成金の申請・支
給決定状況をみると、令和２年８月までは急増したものの、同年11月以降は横ばいとなっている。（図１・図２参照）

〇雇調金の支給決定を産業別割合でみると、【１】製造業が最も多く、次いで【２】卸売業，小売業、【３】宿泊業，飲食サービス
業となっている。（図３参照）
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【１】

【２】

【３】

2年度 3年度

農業・林業・漁業等 0.2% 0.2%

6.1% 6.4%

41.4% 38.1%

食料品製造業 2.5% 3.1%

繊維工業 12.5% 12.8%

金属製品製造業 2.8% 2.6%

はん用機械器具製造業 1.3% 1.2%

電気機械器具製造業 2.0% 1.2%

輸送用機械器具製造業 0.3% 0.2%

0.0% 0.0%

1.2% 1.2%

5.1% 5.6%

17.4% 18.8%

0.3% 0.3%

1.3% 1.3%

2.6% 2.6%

10.7% 13.8%

5.8% 5.0%

0.6% 0.3%

2.7% 1.7%

0.3% 0.2%

4.3% 3.5%

0.0% 0.1%

雇用調整助成金支給決定事業所　産業別割合一覧

公務・分類不能の産業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

複合サービス事業

サービス業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

産　業

建設業

4,5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

雇調金 365 1,271 1,980 3,951 3,031 2,286 1,710 1,784 1,611 1,676 2,031 1,829 1,684 1,608 1,467 1,792 1,724 1,764 1,472 1,443 1,321

緊安金 26 258 753 1,113 800 473 369 361 338 352 431 304 292 398 351 363 307 460 357 307 275

計 391 1,529 2,733 5,064 3,831 2,759 2,079 2,145 1,949 2,028 2,462 2,133 1,976 2,006 1,818 2,155 2,031 2,224 1,829 1,750 1,596

4,5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

雇調金 193 777 2,158 3,598 3,014 2,865 1,811 1,798 1,553 1,732 2,030 1,880 1,571 1,668 1,487 1,840 1,624 1,836 1,510 1,442 1,309

緊安金 17 267 587 911 815 654 388 388 292 333 345 395 354 391 321 388 389 459 342 314 292

計 210 1,044 2,745 4,509 3,829 3,519 2,199 2,186 1,845 2,065 2,375 2,275 1,925 2,059 1,808 2,228 2,013 2,295 1,852 1,756 1,601

図３）

0

5,000

10,000

4,5月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月

図１）雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 申請件数
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図２）雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金 支給決定件数
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福 井 県 の 雇 用 失 業 情 勢等 ④ 労働市場の需給状況（受入企業）

≫職種別バランスシート状況
（受入企業となり得る企業
の参考情報として）

〇令和２年度の求人・求職の
職種別バランスシート
（右図上参照）をみると、
【１】「建設・採掘の職業」
が7.69倍と最も多く、次いで
【２】「保安の職業」が6.43
倍、【３】販売の職業」が
4.25倍、【４】「サービスの
職業」が3.18倍となってい
る。

〇直近の令和４年１月をみても
同様の職種において求人倍率
が高く、人材の受入需要が
高い状況となっている。

＊右図において、有効求人倍率
（ピンク色・丸形表示）が高い
位置にあるほど、人材の需要度
が高い職業であるといえる。

図）求人・求職の職種別バランスシート（上：令和２年度・下：令和４年１月）
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福井県における産業雇用安定助成金の活用状況は、２月11日現在で実施計画届受理が６件（労働者数９人）、
となっている。実施計画届の企業規模は中小企業で、業種は出向元事業所が卸売・小売業、出向先事業所は製造
業となっている。

引き続き助成金制度の周知を強化し、活用促進を図る必要がある。

産業雇用安定助成金の活用状況について

（注）令和３年２月５日（制度創設日）～令和４年２月１１日実績

産業雇用安定助成金出向計画受理・支給決定状況（福井県・全国 ２月11日現在）

計画届受理件数

出向労働者数 出向元事業所数 出向先事業所数

福井県 ９ ６ ６

全国 10,489 （※） 1,069 1,751

（※内訳）産業雇用安定助成金企業規模別出向労働者数の状況（全国 ２月11日現在）

出向元
出向先

大企業 中小企業

大企業 2,271 2,000

中小企業 1,608 4,495

官公庁 64 51
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福井労働局における在籍型出向支援の取組について 概要

〇福井労働局では、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な事業縮小を余儀
なくされ、雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足が生じている企業との間
で在籍型出向により雇用を維持する取組の支援を強化している。

〇具体的には、リーフレット等を活用して周知を強化するとともに、各ハローワークの窓口や企業
訪問先において、把握できた送り出しや受け入れを希望する企業について、産業雇用安定センタ
ーへ円滑に橋渡しをする取組を行っている。

送出企業 受入企業
産業雇用安定センター

（マッチング支援等）

ハローワーク

ハローワーク

（周知・センターへの橋渡し）

福井労働局

（周知・情報共有・助成金支給）

雇用維持の相談等 求人募集の相談等

取 組 概 要

産業雇用安定助成金

受入を希望する企業の橋渡し

送出を希望する企業の橋渡し
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≫取組事例③ アンケートの作成・配布・分析【P13～P15】

〇在籍型出向の意向を確認するためのアンケート用紙を作成し、事業主が雇用調整助成金の申請
のため窓口に来所した際や、ハローワーク職員が事業所訪問をした際などに配布したり、雇用
調整助成金を活用している事業主に対して、支給決定通知とともにリーフレットとアンケート
用紙を同封したりするなど在籍型出向支援の勧奨を行っている。
また、支援を希望する企業情報を産業雇用安定センターに提供する取組を行っている。

福井労働局における在籍型出向支援の取組について

≫取組事例① 福井労働局ホームページに専用ページを開設【P８～P10】

〇福井労働局ホームページ内に、専用ページ「「在籍型出向等支援制度」のご案内」を新たに開
設。「在籍型出向」の活用について、事業主向けに情報発信を行っている。

福井労働局の取組事例

7

≫取組事例② リーフレットの作成・配布 【P11～P12】

〇在籍型出向を推進するためには、「産業雇用安定助成金」の周知もマッチング支援とセットで
行うことが重要であることから、「産業雇用安定助成金」について、１枚のリーフレットで分
かるようにとのコンセプトを基に福井労働局独自のリーフレットを作成し、本省作成リーフレ
ットと併用し事業主に周知、活用の勧奨を行っている。



福井労働局における在籍型出向支援の取組について①ホームページ

福井労働局ホームページ トップページ

8

「事業主の方へ」をクリックしてください。



福井労働局における在籍型出向支援の取組について①ホームページ

事業主の方向け 専用ページ

9

「在籍型出向等支援制度のご案内」
をクリックしてください。



福井労働局における在籍型出向支援の取組について①ホームページ

在籍型出向等支援制度 専用ページ

10

専用ページでは、「在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック」や
「在籍型出向解説動画」など閲覧でき、分かりやすく紹介しています。



福井労働局・ハローワーク 20210401

福井労働局・ハローワークでは、福井県や産業雇用安定センターなど関係機関と連携
して、在籍型出向を活用する企業の支援に取り組んでいます。

（事業主の方へ）

（公財）産業雇用安定センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的

に雇用過剰となった企業が、従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で

「在籍型出向」を活用しようとする場合に、双方の企業に対して出向のマッチングを無料で

行っています。

在籍型出向のマッチング支援についての相談や興味がある送り出し希望の事業主や受け入れ

希望の事業主の方は、まずは次の連絡先までお気軽にご連絡ください。

在籍型出向のマッチング支援

（公財）産業雇用安定センター 福井事務所

福井市大手2-7-15 明治安田生命福井ビル４階 ☎ 0776-24-9025

在籍型出向の助成制度

福井労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀な

くされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の

事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」による支援を行っています。

産業雇用安定助成金の申請先は福井労働局になります。本助成金の相談や興味がある事業主

の方は、次の連絡先までお気軽にご連絡ください。

福井労働局 職業対策課

福井市春山１-１-54 福井春山合同庁舎９階 ☎ 0776-22-2683

＊裏面には、マッチングの事例等をご紹介しています。

＊裏面には、本助成金の概要等をご紹介しています。

労働者の雇用維持や人手不足解消のために

助成金を活用した

“在籍型出向”を取り入れてみませんか？

福井労働局における在籍型出向支援の取組について②独自リーフレット

福井県における在籍型出向支援の取組

産業雇用安定助成金のご案内

送り出し企業 送り出しの理由 受入れ企業 受入れの理由 出向者数

事例 金属製品製造業

・新型コロナ感染症の影
響により需要が落ち込ん
でいる。
・休業ではない方法で熟
練工の雇用の維持を図り
たい。

食料品製造業

・これまで人手不足が続
いており苦慮してきた。
・特に冬場の人員確保は
深刻な問題であり、一時
的な出向でもよいので受
け入れたい。

10名

【福井県における在籍型出向のマッチング事例】

【福井県における在籍型出向支援の取組】

福井県では、労働局をはじめ労働団体、経済団体等の関係機関と協働し、「福井県雇用シェア促進協議会」

を設置し、産業雇用安定センターへの企業紹介やモデル企業のＰＲなどを通し、本県における在籍型出向を

促進しています。

在籍型出向について関心をお持ちの事業主の方は、是非、表面に記載のある産業雇用安定センターにご連

絡ください。

【対象となる事業主】
① 出向元事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持
を目的として在籍型出向により労働者（雇用保険被保険者）を送り出す事業主

② 出向先事業主
当該労働者を受け入れる事業主（“解雇等”や“雇用量の減少”がないこと。）

【対象となる期間】
雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提となります。
出向期間が１ヶ月以上２年未満の出向が対象（助成金の支給は、対象労働者１人あたり12ヶ月が限度）

【助成率・額】
○ 出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向
中に要する経費の一部を助成
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 ９／10（中小企業以外３／４）
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合 ４／５（中小企業以外２／３ ）
・上限額（出向元・出向先の合計） 12,000円／日

○ 出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業
主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成
・助成額 各10万円／１人当たり（定額）
・加算額（※） 各５万円／１人当たり（定額）
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が
労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

【助成金活用の参考例】
例えば･･･５名の従業員がいる企業で、コロナ禍の影響により事業場の全部を一時的に休業せざるを得ない
場合において、５名のうち３名の従業員は、休業状態が想定より早く解消された場合に備え、
「雇用調整助成金」を活用した休業を行い、２名の従業員分については一定期間の休業が確実であるため、
従業員の同意の下、「産業雇用安定助成金」を活用した在籍型出向により雇用の維持を図るなど、状況に
より２つの雇用維持のための助成金を活用することもできます。

＊その他申請方法や支給要件等については、厚生労働省HPに『産業雇用安定助成金のガイドブック』又は
『支給要領』に詳細が掲載されています。申請の際は、必ずご確認ください。

表面 裏面
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福井労働局における在籍型出向支援の取組について②本省リーフレット

表面

裏面

12

労働者の雇用維持に取り組む事業主の皆さま／人材を確保したい事業主の皆さまへ

従業員の雇用を守りませんか？

人材を確保しませんか？
在籍型出向で

新型コロナウイルスの影響で仕事が減って人手が余った企業が雇用を維持するために、

人手を借りたい企業へ一時的に出向しているケースが増えています。

皆さまも、人材に関するお悩みを「在籍型出向」で解決してみませんか？

助成金ガイドブック出向ハンドブック

「在籍型出向」とは？ ▶詳しくは出向ハンドブック８ページ

在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の

出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業

の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務するこ

とをいいます。

出向元 出向先

労働者

出向契約

雇用関係 雇用関係

「在籍型出向」の事例 ▶詳しくは出向ハンドブック２ページ

旅行代理店（出向元）

インバウンド観光客を対象とする旅行企

画・営業がほとんど稼働していないため、

雇用過剰となっている。旅行需要が回復

するまで従業員の雇用維持を図りたい。

出向期間12か月

出向労働者1名

保育所（出向先）

保育所での給食の調理補助者が育児休業

を取得することになったので、１年間限

定で勤務してくれる方を探している。

＜企業規模：30～49人＞ ＜企業規模：50～99人＞

「在籍型出向」のメリット ▶詳しくは出向ハンドブック６ページ

実際に在籍型出向を実施した企業（出向元・出向先）や出向労働者へのアンケート結果です。

出 向 元 企 業

・出向労働者の労働意欲の
維持・向上につながる（63％）

・出向労働者のキャリア形成・

能力開発につながる（59％）

・出向期間終了後、出向労働者が

自社に戻ってくることが確実

である（56％）

・出向労働者への刺激になり、

自社の業務改善や職場活性化に

期待ができる（50％）

出 向 先 企 業

・人手不足が解消され、自社の

従業員の業務負担を軽減できる
（75％）

・社会人としての基礎スキルや

職務に必要な職業能力を持った

人材を確保できる（52％）

・自社の従業員への刺激になり、

業務改善や職場活性化が期待

できる（42％）

・新たに採用するよりも人材育成

のコストを抑制できる（38％）

出 向 労 働 者

・出向先での新しい仕事の経験

がキャリアアップ・能力開発

につながる（57％）

・出向元での雇用が維持されて

いるので安心して働くことが

できる（46％）

・これまでどおりの収入を確保

できたため生活面の安定が

図られる（38％）

都道府県労働局・ハローワーク LL031203企03

「在籍型出向」を開始するまでのステップ

ステップ

１

ステップ

２

▶詳しくは出向ハンドブック10ページ

●在籍型出向を実施した企業によると、出向の相手先は、もともと取引関係のある企業であった

場合が約半数、公的機関からの紹介による場合が約２割程度です。

● （公益財団法人）産業雇用安定センターは、出向のマッチング支援を無料で行っています。全

国47都道府県の事務所に配置しているコンサルタントが、出向の相手先を一緒に見つけてくれ

たり、出向契約締結のサポートを実施したりしています。（3ページ参照）

出向の相手を見つける

出向元 出向先

ステップ

３

ステップ

４

ステップ

５

ステップ

６

▶詳しくは出向ハンドブック16ページ

労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い

労働者出向元

●在籍型出向を命じるには、労働者の「個別的な同意を得る」か、または「出向先での賃金・労

働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規則や労働協約等によって労働者の利益に配慮し

て整備されている」必要があるとされています。

●産業雇用安定助成金（4ページ参照）を活用する場合は、労働者の「個別的な同意」を必ず得る

ことに加え、書面で労使協定を締結する必要があります。

出向契約の締結

出向元 出向先 ▶詳しくは出向ハンドブック20ページ

●出向期間や出向中の労働条件、賃金負担などについて、両社と労働者でよく話し合った上で出

向契約を締結します。

▶詳しくは出向ハンドブック25ページ

出向期間中の労働条件等の明確化

出向先 労働者

●労働者に対し、労働条件を明確にする必要があります。この労働条件は、出向に際して出向先

企業が明示することになりますが、出向元が出向先に代わって明示しても問題ありません。

産業雇用安定助成金出向実施計画の届け出

出向元 出向先 ▶詳しくは助成金ガイドブック23ページ

●産業雇用安定助成金を活用する場合は、出向開始前に「出向実施計画届」を都道府県労働局・

ハローワークに提出※してください。※出向元が出向先の分もまとめて提出してください。
出向開始

●産業雇用安定助成金を活用する場合は、計画届提出の際に選択した支給申請期ごとに「支給申請

書」を都道府県労働局・ハローワークに提出※してください。

※出向元が出向先の分もまとめて提出してください。

厚生労働省ホームページに在籍型出向支援策をまとめた専用ページを開設しています！

・具体的な出向事例や必要な準備事項、就業規則・出向契約書の雛形、留意点など、在籍型出向のイロハが分かる

「在籍型出向“基本がわかる”ハンドブック」

・各地域で独自に実施している送り出し希望企業や受け入れ希望企業の募集に関するサイト案内やセミナー開催情報

などを順次掲載していますので、あわせてご活用ください。 厚労省ＨＰ

▶詳しくは助成金ガイドブック28ページ

産業雇用安定助成金の支給申請

産業雇用安定助成金を活用する場合

出向元 出向先 産業雇用安定助成金を活用する場合



福井労働局における在籍型出向支援の取組について③アンケート
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福井労働局における在籍型出向支援の取組について③アンケート概要
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〇調査開始：令和３年５月
〇アンケート回答数：送出事業所37社、受入事業所14社
〇調査結果による考察
①在籍型出向に対する関心は、送出事業所では半数以下に対し、受入事業所では９割以上の関心の高さだった。
②関心はあるが相談は希望しないと回答した事業所が、送出事業所に多くみられた。
③相談希望の内容は、在籍型出向全般に関することが、送出・受入双方の事業所ともに最も多かった。
④送出事業所の関心がある理由として、休業以外に雇用維持の方法を検討したいためとの回答が最も多かった。
⑤逆に送出事業所の関心がない理由としては、休業による雇用維持が適切な方法との回答が最も多かった。
今回の調査結果から、送出事業所において制度に興味・関心はあるが、出向労働者の選定が困難、休業によ

る雇用維持は適切な方法であるとの回答が多くあったことから、今後、送出事業所を主な対象として制度の理
解促進、周知の強化を図っていく必要がある。

アンケート調査概要
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関心がある
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％

設問① 在籍型出向に関心はありますか。

送出事業所 受入事業所
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検討するため相談希望する

内容を知るため相談希望する

相談希望しない

％
設問② 産業雇用安定センターとの相談を希望しますか。

送出事業所 受入事業所
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67 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

休業による雇用維持が適切な方法のため

在籍型出向についてよくわからないため

社内手続きの方法が分からないため

出向先（元）事業所の確保が困難と思われるため

出向労働者の選定が困難と思われるため

％設問⑤ 在籍型出向に関心がない理由は何ですか。《複数回答可》

送出事業所 受入事業所

福井労働局における在籍型出向支援の取組について③アンケート概要

15

50 

10 

10 

20 

0 

10 

50 

0 

6 

11 

11 

22 

0 10 20 30 40 50 60

在籍型出向全般に関すること

出向先事業所の確保に関すること

社内規定の整備に関すること

出向労働者の労働条件に関すること

出向先事業所との出向契約に関すること

助成金制度に関すること

設問③ どのような内容の相談を希望しますか。《複数回答可》 ％
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従業員のモチベーション低下が懸念されるため

従業員のキャリアアップを図るため

休業以外に雇用維持の方法を検討したいため

在籍型出向を活用したことがあるため

事業所の賃金負担を軽減したいため

その他（人手不足のため）

その他（受入れに興味あるため）

％設問④ 在籍型出向に関心がある理由は何ですか。《複数回答可》



〇最近の福井県における雇用失業情勢は、有効求人倍率が高水準で推移してお

り、コロナ禍の影響を受けている産業も一部あるものの、全体としては、製

造業をはじめ足下の雇用失業情勢は良好である。

〇一方、全国的に長期化する新型コロナウイルス感染状況等が、雇用に与える

影響も懸念され、雇用調整助成金の申請件数が、令和３年度に入っても１日

１００件前後と高止まりで推移していることから、労働者の雇用維持の支援

は依然として重要な取組である。

〇そのため、福井労働局・ハローワークとしては、引き続き雇用維持等の支援

の周知に努めるとともに、産業雇用安定センターとの連携の強化を図り、

福井県雇用シェア促進協議会の構成員の協力を得ながら、着実に在籍型出向

の支援を推進していくこととしている。

福井労働局における在籍型出向支援の取組について まとめ

16


